
太田市告示第６７号 

 

 

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期

検査を実施するに当たり、同法第２１条第２項の規定により、次のとおり告示す

る。 

 

 

令和７年６月１２日 

 

 

                太田市長  穂積 昌信   

 
１ 定期検査を行う区域 

太田地区 金山町、スバル町、西本町、八幡町、浜町、

東本町、本町 

休泊地区 沖之郷町、下小林町、茂木町、八重笠町、龍

舞町 

九合地区 朝日町、新井町、飯田町、飯塚町、内ケ島町、

小舞木町、庄屋町、新島町、西矢島町、東別

所町、東矢島町 

沢野地区 岩瀬川町、牛沢町、下浜田町、末広町、高林

北町、 

高林寿町、高林西町、高林東町、高林南町、

富沢町、福沢町、古戸町、細谷町、南矢島町、

米沢町 

韮川地区 石原町、植木野町、上小林町、熊野町、台之

郷町、 

韮川町、東金井町、東長岡町、安良岡町、矢

場町、矢場新町 
 



２ 定期検査の対象となる特定計量器 

非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又は第

２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり 

 

３ 日時及び場所  

期  日 時  間 会  場 

令和７年７月１５日（火） 午前１０時から午後３時まで 韮川行政センター 

令和７年７月１６日（水） 午前１０時から午後３時まで 休泊行政センター 

令和７年７月１７日（木） 午前１０時から午後３時まで 太田行政センター 

令和７年７月２３日（水） 午前１０時から午後３時まで 沢野行政センター 

令和７年７月２４日（木） 午前１０時から午後３時まで 九合行政センター 

令和７年７月２５日（金） 午前１０時から午後３時まで 九合行政センター 

なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検で

きなかった者の特定計量器の定期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。 

 

４ 定期検査を行う指定定期検査機関の名称 

 一般社団法人 群馬県計量協会 
 


